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� 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 �

改 正 後 改 正 前

別表 別表

介護給付費等単位数表 介護給付費等単位数表

第１～第11の２ （略） 第１～第11の２ （略）

第12 就労移行支援 第12 就労移行支援

１ 就労移行支援サービス費（１日につき） １ 就労移行支援サービス費（１日につき）

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ イについては、指定就労移行支援事業所（指定障害福

祉サービス基準第175条第１項に規定する指定就労移行

支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所（指定

障害福祉サービス基準第176条第１項に規定する認定指

定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。）を除く。以

下同じ。）又は指定障害者支援施設等（認定指定障害者

支援施設（指定障害者支援施設基準第４条第１項第４号

ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同

じ。）を除く。以下この注３及び注４の２並びに２にお

いて同じ。）において、指定就労移行支援等を行った場

合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度

の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割

合（当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定

就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における

指定就労移行支援等を受けた後就労（第13の１の注２に

規定する指定就労継続支援Ａ型事業所等への移行を除

く。）し、就労を継続している期間が６月に達した者

（通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の

延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能

力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当

該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等に

３ イについては、指定就労移行支援事業所（指定障害福

祉サービス基準第175条第１項に規定する指定就労移行

支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所（指定

障害福祉サービス基準第176条第１項に規定する認定指

定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。）を除く。以

下同じ。）又は指定障害者支援施設等（認定指定障害者

支援施設（指定障害者支援施設基準第４条第１項第４号

ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同

じ。）を除く。以下この注３及び注４の２並びに２にお

いて同じ。）において、指定就労移行支援等を行った場

合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度

の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割

合（当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定

就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における

指定就労移行支援等を受けた後就労（第13の１の注２に

規定する指定就労継続支援Ａ型事業所等への移行を除

く。）し、就労を継続している期間が６月に達した者

（通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の

延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能

力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当

該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等に



おいて指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当

該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している

期間が６月に達した者）の合計数を当該前年度及び当該

前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障

害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合を

いう。ただし、注４及び注４の３並びに12（認定指定就

労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設（以下

「認定指定就労移行支援事業所等」という。）の場合に

限る。）においては、認定指定就労移行支援事業所等に

おいて、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定

就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度におい

て、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を

継続している期間が６月に達した者（通常の事業所に雇

用されている者であって労働時間の延長又は休職からの

復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支

援を一時的に必要とするものが、当該認定指定就労移行

支援事業所等において指定就労移行支援等を受けた場合

にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労

を継続している期間が６月に達した者）の数を当該前年

度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生

徒等の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。）に

応じ、１日につき所定単位数を算定する。ただし、地方

公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障

害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の

965に相当する単位数を算定する。

おいて指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当

該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している

期間が６月に達した者）の合計数を当該前年度及び当該

前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障

害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合を

いう。ただし、注４及び注４の３並びに12（認定指定就

労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設（以下

「認定指定就労移行支援事業所等」という。）の場合に

限る。）においては、認定指定就労移行支援事業所等に

おいて、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定

就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度におい

て、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を

継続している期間が６月に達した者（通常の事業所に雇

用されている者であって労働時間の延長又は休職からの

復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支

援を一時的に必要とするものが、当該認定指定就労移行

支援事業所等において指定就労移行支援等を受けた場合

にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労

を継続している期間が６月に達した者）の数を当該前年

度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生

徒の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。）に応

じ、１日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公

共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害

者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の

965に相当する単位数を算定する。

４～10 （略） ４～10 （略）

２～16 （略） ２～16 （略）

第13～第15 （略） 第13～第15 （略）


